
　・社会復帰促進等事業費等の推移

年　度

 　区　分

 　　保 険 料 収 入　　 8,503                     8,617 9,145 9,562 9,429

 　社会復帰促進等事業費等

 　限　　　 度 　　　額 1,673 1,693 1,762 2,183 2,141

 　社会復帰促進等事業費等 《1,419》 《1,395》 《1,446》 
 　予算額及び決算額 1,449 1,451 1,549 1,761 1,922

 　限度額に対する予 《84.80》 《82.44》 《82.05》 
 　算額の割合（％） 86.61 85.73 87.91 80.67 89.80

※１　社会復帰促進等事業費等に充てるべき限度額の割合は、平成30年度から令和５年度までは20／120、令和６年度（R6.8省令改正）からは25／125である。
※２　《　　　》は、未払賃金立替払事業に要する費用を除いた額である（令和３年度から令和５年度まで、限度額の枠外とする特例省令を措置）。

　

社会復帰促進等事業等に要する費用について

(単位：億円）

令和３年度
決算

令和４年度
決算

令和５年度
決算

令和６年度
予算

令和７年度
概算要求

30 56 103 111 151

うち、未払賃金立替

払事業費

１号 ２号 ３号

125 ≧
25

× ＋＋

社会復帰促進等事業費

及び

事務費に充てるべき額
（特別支給金を除く）

○労災勘定・徴収勘定

の

附属雑収入

・公務員宿舎貸付料

・延滞金・追徴金・雑入

○保 険 料 収 入

＋

○積立金から生ずる収

入

○労災勘定・徴収勘定
の

附属雑収入
（厚生労働大臣が定める

基準により算定した額）

・預託金利子収入（積立

金を除く）

・返納金等
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